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室
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目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課
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室

）

目
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規
　

　

　

則
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岡

山

県

立

学
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の

授

業

料

及

び

受

講

料

の

減

免

教

育

委

員

会

 

に

関

す

る

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
（

県

例

規

集

登

載
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
八
号

岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

 
よ
う
に
定
め
る
。

 
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　 

岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

（
岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
規

第
一
条　

 

則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

四　

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
者

第
二
条
第
四
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ハ
中
「
第
三
条
第
二
項
第

 

三
号
に
該
当
す
る
者
」
を
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
る
。

 

（
岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）

第
二
条

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「

当
該
申
請
が
当
該
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
当
該
年
度
分
の
課
税

（

証
明
書
等
（
」
を
「
か
ら
」
に
改
め

「
第
三
条
第
一
項
の
課
税
証
明
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）

、

。

を
添
付
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
七
月
）
か
ら
省
令
」
及
び
「

当
該
申
請

（

が
前
年
度
分
の
課
税
証
明
書
等
を
添
付
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
月
と
当
該
年
度
の

 

六
月
と
の
い
ず
れ
か
早
い
月

」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

）

二　

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
者
の
授
業
料　

知
事

 

が
別
に
定
め
る
期
間

第
二
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
受
給
権
者
」
の
下
に
「

法
第
五
条
第
一
項

（

の
受
給
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

」
を

「
就
学
支
援
金
」
の
下
に
「

法
第
三
条
第
一
項
の
就

。
）

、

（

学
支
援
金
を
い
う
。
以
下
同
じ

」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二

。
）

号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
三
号
」

 

を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

 

（
岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二

第
三
条

 

年
岡
山
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
者　

知
事
が
別
に
定

 

め
る
日
ま
で
の
間

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
三
号
を

、

 

削
る
。

 

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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